
看護行政の動向

第8回公益社団法人全国助産師教育協議会定時社員総会

厚生労働省医政局看護課
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平成２９年６月10日



本 日 の 内 容

１．背景

２．看護職員の就業状況と確保対策について

３．看護職員の養成について

４．国家試験について

５．ビジョン検討会報告書について

６．医療法改正（助産所関連）について
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１．背景
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平成24年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

○日本の人口は近年横ばいであり、人口減少局面を迎えている。2060年には総人口が9000万人を
割り込み、高齢化率は40％近い水準になると推計されている。

人口（万人）
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4,418

791

（出所） 総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

※１ 出典：平成25年度 総務省「人口推計」 （2010年国勢調査においては、人口12,806万人、生産年齢人口割合63.8％、高齢化率23.0％）

2013

⽇本の⼈⼝の推移
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増加
＋495万人

1億2,730万人

1億1,662万人

8,674万人
減少

▲221万人

減少
▲1,128万人

より急速に
減少

▲2,355万人

103.0万人
（1.43）
※１

74.9万人
（1.34）

48.2万人
（1.35）

（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成24年1月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）
厚生労働省「人口動態統計」

※１ 出典：2013（平成25）年人口動態統計

今後の⼈⼝構造の急速な変化
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2025年までの増加数

2005年

都道府県別高齢者人口（65歳以上）の増加数
（ 2005年 → 2025年）

（人）

東京都、神奈川県、大阪府、埼玉県、愛知県、
千葉県、北海道、兵庫県、福岡県で、

全体の増加数の約６０％

出典：国勢調査（平成17年）
国立社会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口（平成19年5月推計）」

（平成19年5月推計）
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人口動態統計より

1950年（昭和25年）は出生場所のほとんどが自宅・その他であったが、現在では医療機
関がほとんどである。

出生場所別の推移

（年）

自宅 1135
その他 291

・助産所の出生割合： 0.68％
・自宅の出生割合： 0.1％
・出張のみに従事する助産師数（保健指導も含む）：538人 （H26業務従事者届け）



医療機能の現状と
今後の方向を報告

都
道
府
県

○ 平成２６年度の通常国会で成立した「医療介護総合確保推進法」により、平成２７年４月より、都道府県が
「地域医療構想」を策定。（法律上は平成30年３月までであるが、平成２８年半ば頃までの策定が望ましい。）

※ 「地域医療構想」は、２次医療圏単位での策定が原則。

○ 「地域医療構想」は、２０２５年に向け、病床の機能分化・連携を進めるために、医療機能ごとに２０２５年の
医療需要と病床の必要量を推計し、定めるもの。

○ 都道府県が「地域医療構想」の策定を開始するに当たり、厚生労働省で推計方法を含む「ガイドライン」を作
成。平成２７年３月に発出。

医療機能の報告等を活用し、「地域医療構想」を
策定し、更なる機能分化を推進

（「地域医療構想」の内容）

１．２０２５年の医療需要と病床の必要量
・高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４機能ごとに医療
需要と必要病床数を推計

・在宅医療等の医療需要を推計
・都道府県内の構想区域（２次医療圏が基本）単位で推計

２．目指すべき医療提供体制を実現するための施策
例） 医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、

在宅医療等の充実、 医療従事者の確保・養成等

地域医療構想について

（機能が
見えにくい） 医療機能

を自主的に
選択

医
療
機
関

（B病棟）
急性期機能

（D病棟）
慢性期機能

（C病棟）
回復期機能

（A病棟）
高度急性期機能

○ 機能分化・連携については、「地域医療構想調整会議」
で議論・調整。
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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２．看護職員の就業状況と

確保対策について
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厚生労働省医政局看護課調べ

（人）

11

看護職員全体 1,634,119人（平成27年）
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助産師就業場所別就業者数の推移

医政局看護課調べ

○就業助産師数は増加しており、診療所においては2倍以上就業者が増加している。
○就業場所は、約61％が病院、約26％が診療所となっている。
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都道府県ナースセンターによる看護職員の復職支援を強化するため、看護師等人材確保促進法を改正（平成２７年１０月１日施行）
○看護師等免許保持者による届出制度の創設 －看護職員が病院等を離職した際などに、連絡先等をナースセンターへ届け出る（努力義務）
○ナースセンターの機能強化 － 復職に関する情報提供など、求職者になる前の段階から総合的な支援

- 無料の職業紹介と復職研修の一体的実施など、ニーズに合ったきめ細やかな対応
- 事業運営を地域の医療関係団体が協議、ハローワーク等と密接な連携、支所等による復職支援体制の強化

都道府県ナースセンター
※看護師等人材確保促進法に基づき、看護師等への無料の職業紹介等
を実施する、都道府県知事が指定する法人

ナースセンターによる看護職員の復職支援の強化

ニーズに応じた
復職支援

医療機関等に勤務する
看護師等

離職

届出情報に基づき、離職後も一定のつながりを確保し、
本人の意向やライフサイクル等を踏まえて、
積極的にアプローチして支援

【支援の例】
・復職意向の定期的な確認
・医療機関の求人情報の提供
・復職体験談等のメールマガジン
・復職研修の開催案内
・｢看護の日｣等のイベント情報
・その他復職に向けての情報提供

復職

届出データベース
「とどけるん」

助⾔等 連携
離職中の看護師等

・子育て中
・求職中
・免許取得後、直ちに就業
しない

・定年退職後 など

⽀援体制
強化

より身近な地域での復
職支援体制を強化（支
所等の整備）

ハローワークや医療勤
務環境改善支援セン
ター等と密接に連携

都道府県看護協会が医師
会、病院団体等とナース
センターの事業運営につ
いて協議

代行届出可

離職時の届出
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看護師等の届出サイト「とどけるん」
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看護師等免許保持者の届出制度による届出の状況

届出者の就業状況

（人）

届出者の年齢分布

届出者数

1年7ヶ月計48,550人

平成29年4月末現在
※届出制度は平成27年10月1日施行

（人）
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離職届出者のうちの就業者数 3,348人 1515



３．看護職員の養成について
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看護教育制度図(概念図) 平成２８年

看護師国家試験受験資格

中学卒業

准看護師養成所･高校
※養成所は２年、高校は３年

234校 10,567人（１学年定員）

高等学校卒業

４年制大学

256校 21,619人
（１学年定員）

養成期間３年の
養成所・短大

571校 29,781人（１学年定員）

高校・高校
専攻科

５年一貫教
育校

76校
4,159人
(1学年定員)

養成期間２年の
養成所・短大等

159校 6,335人
（１学年定員）

助産師課程

保健師課程

3
年
以
上

※学校養成所数、１学年定員は平成28年4月現在 出典：「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」（厚生労働省）

保健師養成所･大学院･短大専攻科 33校 892人（１学年定員）

助産師養成所･大学院･大学専攻科/別科･短大専攻科 117校 1,847人（１学年定員）

1年
以上

33％ 45％

6％

10％

平成２９年合格者数
看護師 55,367人
助産師 1,909人
保健師 7,450人

２年通信制

19校 3,780人
（１学年定員）

6％
３年以上の実務経
験又は高等学校
等卒業者

10年以上の実
務経験

保健師・助産師国家試験受験資格

准看護師試験受験資格
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高等学校卒業者と看護師・准看護師学校養成所新卒入学者の推移

出典：高校卒業者のデータ 「学校基本調査」（文部科学省）
：看護師・准看護師学校養成所の入学者のデータ 「看護師等学校養成所入学状況及び卒業生就業状況調査」（厚生労働省）

注：看護師学校養成所入学者のデータのうち2年課程学校養成所は新卒者数データがないため２０歳未満（～１９歳）とした。
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４．国家試験について
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 保健師助産師看護師国家試験出題基準（以下、「出題基準」という。）は、保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家
試験の妥当な内容・範囲及び適切な水準を確保する目的で作成されている。

 「医道審議会保健師助産師看護師分科会保健師助産師看護師国家試験制度改善検討部会報告書」（平成28年2月）の提言
を受け、平成28年5月より医道審議会保健師助産師看護師分科会のもとに保健師助産師看護師国家試験出題基準改定部会
を設置し、ワーキンググループでの検討を含めて議論を重ね、出題基準の改定を行った。

「保健師助産師看護師国家試験出題基準平成30年版」の改定概要について（抄）平成29年3⽉30⽇公表

• 人口・疾病構造や社会背景などを踏まえつつ、近年の保健・医療・福祉の実情など看護を取り巻く状況の変化に伴い、より重要となる教
育内容に関する項目の精選と充実を図った。

• 各職種に求められる専門性の高度化とニーズの多様化や、免許取得時に求められる実践能力を問うために各職種の特徴を反映して出
題するよう、各職種に求められる実践能力と卒業時の到達目標との整合性について留意しながら、改めて体系や項目の見直を図った。

全体

• 健康課題を持つ人々を生活者として捉え、身体的・精神的・社会的に統合された存在として幅広く理解した上で、個人や家族
及び療養の場の多様化に併せて、必要な看護サービスを提供するための知識や能力についての出題内容の充実を図るよう
改定を行った。

• 【看護の統合と実践】について
複数科目の知識を統合する能力を問うことや、多重課題や集団へのアプローチに必要な広い知識を統合する能力を問うことなど、複合的な事象
において、より臨床実践に近い形で知識・技術を統合して判断する能力を問う出題内容となるよう、大・中・小項目を新たに作成し、全体の見直し
を図った。

災害と看護、及び国際化と看護について、小項目を新たに作成した。看護におけるマネジメントについては、「基礎看護学」との重複内容を全体的
に整理して小項目を新たに作成し、保健・医療・福祉の機能分化と連携や人材育成・活用などの項目を追加した。

• 助産診断・技術学、助産管理、及び近年推進されている院内助産所や助産師外来において求められる、より高い助産診断・
ケア能力について、引き続き出題内容の充実を図るよう改定を行った。

• 女性のライフサイクル各期における健康、リプロダクティブヘルス/ライツ、妊娠・分娩・産褥と新生児・乳幼児に関する正常及
び逸脱の予測と判断、並びに異常などについても、体系的に項目を整理するよう見直しを図った。

• 健康問題の複雑化や健康格差の拡大等の社会背景を踏まえて、制度改善検討部会報告書の提言をもとに、地域住民や多
職種・他機関と連携・協働しながら健康課題を解決すること及び施策化すること等の保健師に求められる役割や能力、並びに
医学や公衆衛生学を含めた公衆衛生看護活動の根拠となる知識などについて、出題内容の充実を図るよう改定を行った。

保
健
師

助
産
師

看
護
師
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助産師国家試験出題基準の改定の概要

23

助産師国家試験においては、助産診断・技術学、助産管理、及び近年推進されている院内助産所や助産師外
来において求められる、より高い助産診断・ケア能力について、引き続き出題内容の充実を図るよう改定を行った。
なお、女性のライフサイクル各期における健康、リプロダクティブヘルス/ライツ、妊娠・分娩・産褥と新生児・乳幼児
に関する正常及び逸脱の予測と判断、並びに異常などについても、体系的に項目を整理するよう見直しを図った。
各科目における改定の概要は以下のとおり。

【基礎助産学】

○ 基礎助産学Ⅰでは、女性のライフサイクル各期における健康、リプロダクティブヘルスについて、基礎助産学Ⅱでは、妊娠・分
娩・産褥の変化や正常な経過及び新生児・乳幼児の成長・発達について、体系的に項目を整理した。

○ 社会背景や女性を取り巻く状況等を踏まえて、就業女性の健康課題、女性への暴力やハラスメント、出生前診断などについ
て、項目を整理・追加した。

【助産診断・技術学】

○ 助産診断・技術学Ⅰでは、女性や家族の健康課題に対する相談・教育活動について、助産診断・技術学Ⅱでは、妊娠・分
娩・産褥・新生児各期の助産診断と正常経過からの逸脱への支援、緊急時・搬送時の対応、乳幼児の正常な成長・発達と促
進のための支援、及び低出生体重児・早産児の特徴や支援について、体系的に項目を整理した。

○ 各疾患や異常については、病態・診断・治療・助産ケア（早期発見・予防を含む）について、基本的な理解を体系的に問うこと
ができるよう、項目を整理し具体的に明示した。

【地域母子保健】

○ 女性の就労、家族形態の多様化、経済格差、児童虐待防止、療養援護、及び母子感染対策など、社会背景や女性と母子
を取り巻く状況と課題に合わせた支援について、具体的な項目を追加した。

【助産管理】

○ 助産業務管理、法規に基づく助産師と助産業務における責務、助産所の運営・管理について、改めて体系的に項目を整理し
た。また、次世代育成支援対策や地域医療・多職種連携などに関連する具体的な項目を追加した。



５．ビジョン検討会報告書について
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東京大学医科学研究所ヘルスインテリジェンスセンター教授

独立行政法人地域医療機能推進機構理事長

恩賜財団済生会横浜市東部病院 看護部長

東京大学大学院 医学系研究科国際保健政策学教室教授

日経ＢＰ社医療局編集委員・日経ビジネス編集委員

三重県知事

医療法人ゆうの森理事長

医療法人恒貴会 訪問看護ステーション愛美園所長

ハイズ株式会社 代表取締役社長

公益財団法人 星総合病院理事長

国際医療福祉大学大学院教授

産業医科大学医学部 公衆衛生学教室教授

日本プライマリ・ケア連合学会理事長

慶應義塾大学医学部 医療政策・管理学教室教授

医療法人社団鉄祐会理事長・祐ホームクリニック院長

聖路加国際病院 乳腺外科部長・ブレストセンター長

「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」

◎：座長

◆第１回 新たな医療の在り方について（自由討議）

◆第２回 今後の検討の全体構造について

◆第３・４回 構成員によるプレゼンテーション

◆第５・６回 中間的な議論の整理に向けた検討

◆第７回 中間的な議論の整理（平成28年12月22日）

◆第８・９回 関係団体等からのヒアリング

◆第10～12回 参考人からのヒアリング

構成員によるプレゼンテーション

◆第13～14回 とりまとめに向けた検討

◆第15回 報告書とりまとめ（平成29年４月６日）

※ 医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する大規模な全国調査

（研究班代表者：井元構成員）を実施し、議論に提供された。

構成員

検討のスケジュール

井元 清哉

尾身 茂

熊谷 雅美

渋谷 健司

庄子 育子

鈴木 英敬

永井 康徳

中島 由美子

裵 英洙

星 北斗

堀田 聰子

松田 晋哉

丸山 泉

宮田 裕章

武藤 真祐

山内 英子

◎

◆ 今後の医療の在り方、これを踏まえた医療従事者の働き方に関する「基本

哲学」、これからの医療政策の「背骨」となるもの

◆ 新たな時代にふさわしい医療・介護従事者の需給推計の在り方の起点

◆ 医療・介護従事者の確保の具体的な方策などに

つながるもの

本検討会に期待される成果

◆ 新たな時代にふさわしい医療提供体制の構築に向けた道筋を描き、基本哲学となる保健医療・介護のビジョンの確立に向け、

「新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会」を平成28年10月に設置

◆ 日本の医療を取り巻く環境は、今後、多死社会の到来、ICTやAIの発展、地域包括ケアの推進、地域医療構想を踏まえた病床

機能の分化など大きな変化に直面。こうした変化を踏まえ、従来からの発想や手法を超えて、「我が国が目指す新たな医療の在

り方」と、この在り方を踏まえた「医師・看護師等の新しい働き方・確保の在り方」を検討
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新たな医療の在り方を踏まえた医師・看護師等の働き方ビジョン検討会 報告書概要

医療を取り巻く環境は大きく変化
・患者・住民のニーズの増大・多様化 ・患者像の変化 ・医療と介護・日常生活との関係性の深化

・公的財源の制約の増加 ・労働力人口の減少 ・情報技術の予想を超える速度での進展

医療を取り巻く環境の変化

医療を取り巻く構造的な変化

新たなビジョンの必要性

働き方実態調査の実施と活用

⇒ 今後の医療提供及び医療従事者の在り方について、介護等の視点も含めて、前向きで建設的な道筋を描き出すことが必要

 医療を提供する側が疲弊することなく、プロフェッショナリズムを高め、住民・患者と協働しながら対応するためのビジョンを構築

 今後の医療政策の基本哲学となり、医療従事者が将来展望を持ち、新たな時代に即応した働き方をするための指針を目指す

①需要側の変化

・人口構成の変化

・疾病構造の変化

・患者の期待の膨張

②供給側の変化

・「働き方改革」

・女性医師・高齢

医師の増加

・地域偏在

③テクノロジーの変化等

・AI、IoT等のICTの進歩

・職種間協働の可能性

 モチベーションに欠ける待遇、不十分なマネジメント、限られたリソース

⇒ 患者への十分な価値を生み出すことが困難なサービス提供モデル

⇒ 医療従事者の自己犠牲を伴う負担と士気（モラール）に依存

 医学部定員増や診療報酬等による誘導型の経済的インセンティブ

⇒ 負担軽減・働き方の本質的な変革にはつながりにくい

現在の医療の課題

 安心・安全かつ国民への価値を最大限生み出すことができる「高生

産性・高付加価値」構造に転換

⇒ 新たな時代にふさわしい、柔軟かつ進歩的な施策や制度設計、現

場の経営努力を進めるためのパラダイム転換が必要

今後の方向性

※ 医療従事者の負担軽減の観点から、働き方の変革、需給・偏在

対策、医療・介護の連携の深化等についても一体的な検討が必要

全国の医師（病院・診療所勤務）に対し、現在の働き方や将来のキャ

リア選択に関する10万人規模の調査を実施（回収済み：15,677人）

 若手の常勤医師をはじめ、多くの医師で過重労働や超過勤務

・20代医師は男女を問わず勤務時間に大きな差がなく、診療と診療

外の労働は１週間で平均55時間程度。これに、当直・オンコールの

待機時間（男性16時間、女性12時間）が加わる。

 子育てに関しては、男性の勤務時間が子育て前より長くなる一方、

女性は短くなっており、家事・育児負担のジェンダーバイアス

１週間の勤務時間

他職種との役割分担

 タスク・シフトを進めた場合、 50代以下の常勤勤務医について、医

療事務（診断書等の文書作成、予約業務）、医療記録（電子カルテ

の記録）、等に要する労働時間のうち約20％弱（約47分）軽減可能

地方勤務の意思

 44％の医師が地方勤務の意思ありと回答。若い医師ほど高い傾向

 地方勤務の意思がない理由は、「労働環境への不安」の他、20代

は専門医等の資格取得の困難、30～40代は子供の教育環境など

現
状
の
把
握
・分
析
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新たなパラダイムと実現すべきビジョン

実効的な
変⾰の推進

医療・介護分野が「高生産性・高付加価値」構造へと転換
⇒ 専門性を高め続けるプロフェッショナリズムの下で、住民・患者の価値を最大化
⇒ 「働く人が疲弊しない、財政的にも持続可能なシステム」 の確立が必要

根幹に
据えるべき
⽅向性

パラダイム
の転換

① それぞれの医療・介護従事者

が持つ力量を最大限に発揮でき

る環境

② 均一化・規格化されたサービスを大量・一方

的に提供する（「プッシュ型」）モデルから脱却

⇒ 住民・患者の能動的な関与とニーズに併せ

て多様なサービスを設計・創造する（「プル型」）

モデルの確立

③ 医療・介護従事者の役割や機能

が、加速する社会的・経済的・技術的

な時代の変化に柔軟かつ迅速に適

応し、進化できるシステム

ヒエラルキーと縦割り構造

⇒ 組織・職種の枠を超えたフラットな協働・機能の統合

疾病の治癒・回復を担う存在であり、画一的にパター
ン化したサービス提供

⇒ 保健・介護・福祉とフラットに連携し、予防・治療から
看取りまで、患者・住民のＱＯＬを継続的に向上

全国一律のトップダウン

⇒ 地域と住民が実現すべき価値・ニーズ・費用対効果
を判断しながら主体的に設計

１．働き方

２．医療の在り方

３．ガバナンスの在り方

４．医師等の需給・偏在の在り方

 従事者数、施設等を外形的に養成・配置

⇒ 住民・患者にとって必要な機能を地域ごとに確保。国際
保健、行政関連分野、医療関連産業等での需要

 本来医師が行うべき業務に注力できる環境整備、医療
従事者が意欲と能力を発揮できる制度・組織

⇒ 敢えて医師数を増やす必要がない環境づくりが重要

※ 長期的な医師需給の在り方

具体的方策の達成状況や効果の継続的な検証、定期的な

働き方実態調査に基づく需給推計により、その都度、需給

バランスを確保

※ 医師偏在

規制的手段による強制配置や経済的インセンティブとい

う発想に依存しない

⇒ 地方勤務を望む医師の意向が実際に地方勤務に繋がる

よう地域、住民、医療機関、行政等が中心となり対応

ビジョン検報告書概要 ２／５
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ビジョンの方向性と具体的方策

能力と意欲を最大限発揮できるキャリアと働き方をフル・サポートする1

① 個々の医療機関の人材・労務マネジメント体制の確立と支援等

・医療機関のマネジメント体制確立、管理者の意識改革・マネジメント

能力向上

・ICT等を活用した勤務時間・労働内容の見える化及び作業の標準化

・業務が集中しがちな医師について、他職種へのタスク・シフティング

（業務の移管）が可能な業務の洗い出し

・柔軟な短時間労働制度、時差勤務制度など育児・介護を行う者の負担

軽減、夜勤負担軽減のための、勤務間インターバル等の確保

② 女性医師支援の重点的な強化

・都道府県、地域医療支援センター、医療勤務環境改善支援センター、

病院等が連携して好事例や課題の収集・共有等

・キャリア、働き方の不安等に対応できるワンストップの相談機能やメ

ンターの設置

③ 地域医療支援センター及び医療勤務環境改善支援センターの

実効性の向上

・認知度向上や広報のマーケティングの強化、機能の再検証

・地域医療支援センターが大学病院等と連携 ⇒ 基幹病院で経験でき

る症例の種別・平均数やキャリア・トラックの典型例を提示

・医療勤務環境改善支援センターが、好取組の収集、分析・検討、紹介

や表彰等

 医療従事者が意欲・能力を発揮できるよう、「多様な生き方・働き方の選択」と、「研さんし続けるプロフェッショナリズムの追究」とを両立

 医療従事者や医療機関が、主体的に選択や取組みができる支援と環境整備

④ 医師の柔軟なキャリア選択と専門性の追求を両立できる研修

の在り方

・研修段階に応じて研修できるよう症例の豊富な地方の中核病院等を重

要な研修機関とする

・キャリアや家庭事情、働き方等に応じて柔軟に研さんできる選択肢

・専門医制度のガバナンス体制・能力の強化と信頼されるリーダーシッ

プの確立、国際標準を満たす専門医認定の基準づくりと透明性の確保、

これらを促進するための制度面を含めた枠組みの整備

・地域医療との整合性を確保した、各地域における診療科ごとの専門医

の適正数、適正配置

・プライマリケア領域における専門医の育成

⑤ 看護師のキャリアの複線化・多様化

・多様で複雑な患者ケアの中心を担う看護師育成のための卒前教育のカ

リキュラム・卒後OJTの見直し

・准看護師がスキル向上とキャリア形成を行えるよう卒前教育カリキュ

ラムの見直し

⑥ 医療・介護の潜在スキルのシェアリング促進

・地域の医療・福祉人材不足解消のための看護師の派遣

・退職後の医療・介護人材がスキルを発揮できるよう「医療・介護従事

者シェアリング・バンク」（仮称）を整備

具
体
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な
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地域の主導により、医療・介護人材を育み、住民の生活を支える2

① 都道府県による人的資源マネジメントの基盤づくり

・地域は、プライマリ・ケア等の充実で身近で広範な医療を、医療機関の機

能の集約・拠点化等により必ずしも緊急性の高くない高度な医療を確保

・都道府県は、医療機能の最適化について主体的にマネジメント

・国は、都道府県の役割を補完するため、ガイドライン等で支援

② 都道府県における主体的な医師偏在是正の取組みの促進

・自治体・医療機関・住民が一体で、医師の地方勤務の支障を排除

・地域の医師確保で都道府県間の調整が必要なものは、国の役割を含め、

より広域的な仕組みを検討

・地域医療支援センターが、医療勤務環境改善支援センターと協力し派遣医

師の勤務負担軽減、大学医局等と協力しキャリア形成プログラムの作成

・医学部（地元出身入学者枠の創設・拡大を要請）、臨床研修（国の研修病

院指定権限等を都道府県に移管）、専門研修（日本専門医機構と都道府県

との協議の枠組み、診療科ごとの専門医の概数決定）を通じて、都道府県

が主体的に地域の医師養成に関与

・外科・産婦人科選択医師が減少傾向。必修科・選択科の在り方を検討

③ 外来医療の最適化に向けた枠組みの構築

・将来の外来医療の必要量に基づいた供給体制の指針を都道府県ごとに策定

⇒現状の外来医療の供給体制に関するデータを把握し、協議体制を構築の

上で、医療ニーズ・資源の分析と必要な診療科の方向付け

・グループ診療、診療情報の共有等による連携や効率的医療提供体制の構築

・地域のニーズ・資源と非整合な医療機関の開設を最適化する仕組みの導入

・専門医と標榜を関連付ける等の措置の検討

① 保健医療の基盤としてのプライマリ・ケアの確立

・かかりつけ医研修の推進・拡充、学術的な観点も含め総合診療専門医の育

成 ⇒ プライマリ・ケアを保健医療の基盤として確立

・養成が十分に進んだ段階では、かかりつけ医などのプライマリ・ケア医が

日常の診療を担い、専門診療の紹介等を行うことを検討

・かかりつけ医が、他職種とチームでプライマリ・ケアを提供

・プライマリ・ケアの診療情報を収集する仕組みを構築、都道府県の大学医

学部に専門講座を設置。他職種へのプライマリ・ケア教育も推進

・住民の予防・健康リテラシーや医療コスト意識を涵養

② 地域包括ケアの基盤を支える人材養成と連携・統合

・医療、介護等の資格取得に必要な基礎教育課程の一部共通化

・地域の養成機関が協力し、カリキュラムの共通化や共同実習を推進

・多法人・事業所間で医療・介護従事者の人事交流・共同研修等の実施

⇒ 地域連携の枠組みを構築

③ 住民とともに地域の健康・まちづくりを支える医療・介護

・医療・介護をはじめとした生活上の相談支援を行う場の設置推進

・疾病等を抱える人同士が出会い、思いや経験等を共有し、よりよい医療・

介護、地域・社会に対する発信や専門職の相談提供等を行う場の設置・推進

・患者の価値を中心に据えた意思決定能力の低下に備えた対応の充実

地域におけるリソース・マネジメント

地域を支えるプライマリ・ケアの構築

④ 都道府県における医療行政能力の強化

・保健医療政策、病院経営に精通した人材を都道府県庁内に育成・確保

・医療従事者のリーダーシップ・マネジメント・コミュニケーション能力、シ

ステム思考等を涵養。公衆衛生大学院等が医療政策支援や人材の育成に貢献

ビジョンの方向性と具体的方策
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 都道府県ごとに実情に応じた人材の機能確保。地域が目指すべき姿やその基盤たる医療介護について、住民も主体的に参画・協働

 住民・患者の個別かつ複合的ニーズ・価値観に応え、価値を維持・向上できる専門職の教育基盤整備、専門性向上とキャリア構築

 地域の日常の中で疾病予防・重症化予防が図られ、病気・障害等を抱えても、地域社会との繋がりの中で必要な支援を受け、生ききる
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高い生産性と付加価値を生み出す3

① タスク・シフティング（業務の移管）／タスク・シェアリング（業務の共

同化）の推進
・主治医・副主治医制等のグループ診療の実施

・特定行為研修制度の養成数の増・医行為の拡大

・介護従事者の医療的ケアについて、研修機関数の拡大、研修制度の改善、

医師・看護師によるリスク・マネジメント体制の構築

② 医科歯科連携・歯科予防の推進等
・周術期の口腔管理や誤嚥性肺炎予防のための口腔ケアなどの医科歯科連携

・フッ化物の活用や歯科検診の充実などの歯科予防充実

③ 薬剤師の生産性と付加価値の向上

・薬剤師が処方内容を分析 ⇒ 患者や他職種に助言する機能を強化
・オートメーション化、処方箋枚数に応じた薬剤師の配置基準の見直し等

⇒ 調剤業務の効率化の推進

・常勤以外でもかかりつけ薬剤師になれるようその要件の見直し

・医師との連携の下でのリフィル処方への対応の検討。ICTを活用した服薬

指導

④ フィジシャン・アシスタント（ＰＡ）の創設等
・プライマリ・ケアと高度医療の両方の場面で医師を支える人材として、簡

単な診断や処方、術後管理等ができるＰＡの資格創設を選択肢として検討

・ＰＡ等が新たな業務に抱く不安・懸念を払拭するため、サポートする体制

⑤ テクノロジーの積極的活用・推進
・審査支払機関で電子的に収集される健診・レセプト情報をビッグ・データ

として活用 ⇒ 審査機能の強化、各保険者保有情報のプラットフォーム

化による保険者機能強化等を推進

・審査支払機関が「頭脳集団」として、審査、分析、保険者機能強化等を行う

ため、医師の抜本的拡充をはじめとした体制整備

・AIについては、画像診断、センサー技術等、医療現場で活用されうる技術革

新を推進、国民皆保険の仕組みを用いたビッグ・データを基にAIの構築

⑥ 保健医療・介護情報基盤の構築と活用

・保健医療・介護情報基盤を整備 ⇒ 患者・国民の健康・医療・介護関係情

報を、多職種連携、個人の健康管理、効率的で質の高いサービス提供に活

用。国主導でデータ項目や規格、本人同意の方法等の運用ルールを統一化

・ゲノム別薬事承認システムの導入や、プログラム医療機器の承認審査の改善

・電子カルテシステムや報酬請求システムの仕様を全国的に統一

・外来、慢性期等についてもＤＰＣと同様、診療情報収集が可能な仕組みを導

入するなど、診療報酬でもデータベース構築に配慮した点数設定

⑦ 遠隔医療の推進等

・DtoDにおいてプライバシーの確保やコンプライアンス徹底等のルール整備

・DtoPにおいて国が遠隔診療が可能な場所、患者、診療について法令上の位

置づけを明確化

・診療報酬による推進、遠隔服薬指導の展開、電子処方せん等の普及推進

⑧ 「科学的に裏付けられた介護」の具現化

・介護分野のエビデンスに基づくケアとこれに伴う介護の質を飛躍的に向上さ

せるため、介護分野の介入とアウトカムに係る分析を強力に推進

⑨ 介護保険内・保険外サービスの柔軟な組合せと価格の柔軟化の推進

・事業者・従業者の創意工夫により多様なサービスに対応でき、産業全体の活

性化が図られるよう、デメリットを極小化する工夫をした上で、介護保険

内・外のサービスの柔軟な組合せ等を推進

 医療従事者の業務の生産性向上、従事者間の業務分担と協働の最適化 ⇒ 専門職が専門性を発揮して担うべき業務に集中できる環境

 ニーズの多様化・深化に対応した価値を創出し続けることのできる保健医療サービスであり続ける

 AI、IoT等のICTの進展や変化に対応した保健医療システムへと変貌

具
体
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提言の実現に向けて

 現場で懸命に取り組む医療従事者に未来展望を拓くメッセージとして広く伝える

 関係審議会等で検討を行い、実現の見通しを明らかにする（右※）

 医師偏在については、医師需給分科会において、本報告書の内容を踏まえ具体化の検討を行い、必要な制度改正案を速やかに取りまとめるべき

※ 厚生労働省内に「ビジョン実行推進本部（仮称）」を設置

⇒ ５～10年程度の政策工程表を作成、内閣としての政府方

針に位置付け、進捗管理

ビジョンの方向性と具体的方策
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６．医療法改正（助産所関連）について
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妊産婦の異常の対応等に関する説明の義務化妊産婦の異常の対応等に関する説明の義務化
現状

○ 助産師会の調査により、妊婦に対して、妊娠中に起こりうる異常・合併症、医療機関との連携
（転院、搬送の可能性）等の出産リスクに関する事前の説明⽂書の作成が⼗分に⾏われていない
現状が明らかとなった。

○ 例えば、
・ 妊娠中に起こりうる異常、合併症について⽂書を作成している助産所が半分程度
・ 医療機関との連携（転院、搬送の可能性）について⽂書を作成している助産所が７割弱
となっている。

制度改正のポイント

○ 助産師が妊産婦の異常を確認した上で速やかに医療機関へ連絡をすることを基本としつつ、妊産
婦の異常が認められる際に助産師による医療機関への連絡が困難な場合等にも、医療機関へ適切に
連絡がされるよう、妊産婦の異常に対応する医療機関名等について、担当助産師が妊産婦等へ書⾯
で説明することを義務付ける。

○ また、出張のみによって業務に従事する助産師については、主として業務を⾏う場所が定まって
いないことから、嘱託する医師及び医療機関を定めておくことが義務づけられていなかったが、⺟
児の安全確保の観点から、妊産婦の異常に対応する医療機関を定めることとする。
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